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　公益財団法人自動車リサイクル促進センターでは、国内
で販売した二輪車が使用済みになった際、国内二輪車メー
カー４社および輸入事業者12社が、引き取りから処理・
再資源化まで適正に処理する「二輪車リサイクルシステ
ム」を自主取り組みとして運営しています。
　オートバイを廃棄する際には、リサイクル料金の負担が
必要となっていましたが、10月1日より、メーカーなどが
国内で販売した車両を、リサイクルマークの有無に関わら
ず廃棄時に無料で引き取ります。本システムの詳細や廃棄
二輪車取扱店・指定引取窓口については、二輪車リサイク
ルコールセンターまで問い合わせください。

▶問い合わせ　
　同コールセンター
　☎03―3598―8075

10月1日より二輪車のリサイクル
料金が無償化されます

　県では、不法投棄を撲滅するため、不法投棄等防止強化
期間を設定しました。民間・事業者・市町村などと連携し
て、不法投棄等防止の取り組みを集中的に実施します。

▶期　　間　10月20日（木）～12月31日（土）
▶内　　容　産業廃棄物運搬車両路上調査、不法投棄監視
　　　　　　パトロール、産業廃棄物スカイパトロール、

家屋解体現場への立ち入り指導

【産業廃棄物不法投棄１１０番】
　不法投棄を発見したら、すぐに通報してください。
　24時間フリーダイヤル☎0120―5

ご み を

30―3
みはるよ
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▶問い合わせ　埼玉県環境部産業廃棄物指導課監視・指導担
当☎048―830―3136【ＦＡＸ】048―
830―4774【Ｅメール】a3120@pref.
saitama.lg.jp

　浄化槽を使用している方は、「保守点検」、「清掃」とは別
に、年１回の「定期水質検査」の受検が法律により義務付
けられています。10月からの定期水質検査では、浄化槽
の正確な機能診断のため、検査項目に放流水のＢＯＤ（水質
の汚濁を表す指数）が追加されます（単独処理浄化槽は除き
ます）。
　また、家庭用の10人槽以下の浄化槽については、県知
事が指定した検査機関と提携した保守点検業者が、採水な
どの定期水質検査の補助業務を行えるようになりました。
　まだ検査を受けていない方は、契約している保守点検業
者・清掃業者か知事指定検査機関に連絡して、検査の手続
きを行ってください。なお、定期水質検査の手数料（10人
槽以下5,000円）は変わりません。

▶問い合わせ　知事指定検査機関（社）埼玉県浄化槽協会浄
　化槽水質検査部（熊谷市新堀915―10）☎533―4700

　10月は、３Ｒ〔リデュース（ごみの発生抑制）・リユース
（再使用）・リサイクル（再生利用）〕推進月間です。
　スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでもら
うレジ袋の重さは約５～７グラム。もし１年間もらうのを
やめたら、約300枚分、１人で約１.５～２キログラムの
ごみを削減できます。また、アルミ缶をリサイクルすると、
新しい材料から作るより約97％のエネルギーを節約する
ことができます。
　お気に入りのマイバッグを持って、ごみになるレジ袋を
減らしたり、マイボトルの利用で使い捨て容器を減らした
りするなど、地球にやさしいライフスタイルを楽しんでみ
ませんか。

▶問い合わせ　
　環境課環境業務担当
　☎556―9530

ごみの減量化にご協力をお願いします


